
特定非営利活動法人日本免疫学会 役員報酬規程

(目 的)

第 1条 この規程は、特定非営利活動法人日本免疫学会の役員の報酬の基準について定め

ることを目的とする。

(報酬及び費用の支給)

第 2条 この法人は、常勤及び非常勤にかかわらず、役員報酬は一切支給しない。ただし、

旅費等の実費は支給することができる。

(補則)

第 3条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事会が別に定める。



特定非営利活動法人 日本免疫学会

職員給与規程
(平成 17年 9月 1日 制 字

最終改正平成 26年 9月 10日 )

第 1条 (目 的)

この規程は、就業規則に基づき、特定非営利活動法人 日本免疫学会常勤の職員 (以下「職員」という。)

の給与に関して必要な事項を定めることを目的とする。

第 2条 (給与の種類)

職員の給与の種類は、次のとおりとする。

1.基本給

2.扶養手当

3.役職手当

4.通勤手当

第 3条 (基本給)

基本給は各職員の役割、勤務成績、成果などに基づき、職務の級、号棒ごとに設定した俸給表により定め

るものとする。

第 4条 (扶養手当)

扶養家族を有する職員に対し、届出により下記の扶養手当を支給する。

1.配偶者 月額13,000円
2.子等  月額6,500円

第 5条 (役職手当)

1.事務局長に対し、月額68,000円の役職手当を支給する。

2.理事会の承認により、調整手当を支給することができる。

第 6条 (通勤手当)

1.通勤手当は、職員が通勤のために有料の交通機関を利用する場合 (利用距離 1キロメートル以上に限

る)に月額により支給する。

2.通勤手当は、学会が認める順路により計算した6ヶ月定期券購入費に相当する金額を事前に支給する。

3.月の途中で採用となった者の通勤手当は、採用の日から日割により支給する。また、月の途中で順路又

は交通機関の変更等による通勤手当の額の変更は、その事実の届出のあった翌月から行う。

4.退職の場合、通勤定期券の退職日以降の未使用期間について払い戻しが可能なときは、本人が払い戻

しを受け、学会に返金する。

第 7条 (給与の支給方法及び支給日)

1.職員の給与支払い日は、毎月 25日 (支給日が休日の場合は、順次前日に繰り上げる)とする。

2.新規採用者又は復職者の発令当月の給与は、出勤日から日割計算をもって支給する。

3.職員が退職した場合は、その日まで、日割計算をもって給与を支給し、職員が死亡した場合は、その月

の末日までの給与を支給する。

4.職員の給与は、法令に基づき、その職員の給与から控除すべきものの金額を控除し、その残額を通貨

で直接職員に支給する。ただし、その者の同意がある場合は、その指定する金融機関口座への振り込

み、又は金融機関振り出しの小切手などの方法により支払う。

第 8条 (初任給)

新たに採用する者の初任給は、学歴、職歴、経験、技能等を勘案し、他の職員との均衡を考慮して定め

る。



第 9条 (昇給)

職員が、現に受けている俸給を受けるに至ったときから 12ケ 月を経過し、その間勤務成績が良好であると

認められるときは、理事会は予算の範囲内で昇給させることができる。

第 10条 (給与の減額)

職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、特に承認があった場合を除き、勤務 1時間あたりの

給与額にその勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して支給する。

第 11条 (休職者の給与)

職員の欠勤期間及び休職期間については、原則として給与を支給しない。ただし、職員が業務上の傷病

又は通勤による傷病により休職を命ぜられた場合には、6ヶ月を限度として本俸の一部を支給することがで

きる。

第 12条 (端数の処理)

この規定により計算した金額に 50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上 1円未満の端

数を生じたときは、これを 1円に切り上げるものとする。

第 13条 (実施に関し必要な事項)

この規程の実施に関し必要な事項は、理事会が別に定める。

附 則

この規程は、平成 26年 9月 10日より施行する。

９

“



旦杢色庭当鐘菫聾崖

1級 2級 3級 4級 5級 6級 フ級 8
導号輌 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 :給 額

366.200 413.000 466.700185.800 222.000 261,900 289,200 320,600
415.500 469.800187.600 224.800 264,000 291,500 322,900 368,800

418.000 472.900189.400 226.700 266.000 293.800 325.200 371.400

191.200 223.500 268.100 296.100 327.500 374.000 420.500 476,000

192.300 23Q200 270.200 298.200 329.800 376.300 422,800 479,000

194.600 232.100 272.300 300.500 331.900 378.800 425,200 482,100

196.400 234.000 274.400 302.800 334.100 381.300 427.600 485,200

198.200 235.800 276.500 305.100 336.300 383.800 430,000 488,300

200.000 237.500 278.600 307.300 338.600 386.400 432,300 491,300

201.800 239.400 280.700 309.600 34().8(〕 0 389.100 434.600 494,40010

11 203.600 241.200 282.800 311.000 343.000 391.800 436.900 497.500

243.100 28490Ю 314.2(〕0 345.200 39■ 500 439,100 ∞Q∞012 205,400

207.000 24■ 90Ю 287.000 316.400 347.200 397.100 441.300 503,60013

14 208.900 246.800 289.100 318.600 349.300 399.400 443.300 506.000

210.800 248.600 291.200 320.800 351.400 01.7∞ 445,300 508.40015
212.700 250.400 293.300 323.000 353.500 404.1∞ 447,300 510,30016

252.200 295.400 325.200 355.500 406.4Ю 449,300 513,30017 214,600

216.500 25420Ю 297.500 327.300 357.500 408.500 451,100 51■80018

256.200 299.600 329.`H)0 359.500 410,600 452.900 516.30019 218,400

220.(X〕 0 258.200 301.700 331.400 361.400 412,700 45■ 700 517,80020
303.800 333.500 363.500 41■ 800 456.500 519,00021 222,000 260,100

262000 305.900 335.(X)0 365.400 416.800 458000 520,50022 223,900

225.800 263.900 308000 337.700 367.400 418.800 459.500 522.00023
265.700 310.100 339.800 369.400 42Q800 461.0∞ 523.50024 227,700

524800229.300 267.700 312.100 341.500 371.500 422.900 462.50025
314.200 343.500 373.500 424,500 463,900 526,00026 231,100 269,600

316.300 345.500 375.500 426.lCЮ 465,300 527,20027 232,800 271,500

347.500 377.500 427.700 466.600 528.40028 234,600 273.`Ю 0 318,400

320.400 3494Ю 370.500 429,400 467.800 529.60029 236,100 275,300

351.300 381.400 430.700 468.600 530.50030 237.600 277.200 322,500

324.600 353.200 383.300 432.000 469.400 531.40031 239,100 270,100

355.100 385.100 433300 470.200 532,30032 240,600 281,000 326.700

357.000 386.900 43460Ю 471.000 533.10033 242,lCЮ 282,700 328,400

358.800 388.600 435.900 471.800 534,00034 243.600 284.600 330,400

390300 437.200 472.600 53■90035 245.100 286.500 332.500 360,600
438.400 473.400 535.80036 246.700 288.400 334.600 302,300 392,000

474200 536.70037 248.000 290.100 336.500 364.200 393,700 439,700
475.000 537.60038 240.600 291.900 338.500 365.600 394,900 440,600

293.700 340.500 367.100 396.100

“

1.500 475,300 538,50039 251,200
476.600 539.`Ю0

“

252.800 295.500 342.500 368.600 397.300

“

2.400

Ⅲ圏口田



書式第 17号 (法第 55条関係)

特定非営利活動促進法第 54条第 2項第3号に定める事項を記載した書類

法人名 特定非営利活動法人 日本免疫学会 事 業 年 度 R2年 10月 1日 ～R3年 9月 30日

1 資金に関する事項 [①収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項]

※ 丸数字は、特定非営利活動促進法第 54条第2項第3号に定める事項の詳細について規定している特定非営利活動

促進法施行規則第32条第1項各号に対応しています。以下同じです。

収 益 源 泉 の 内 訳 金    額

正会員受取入会金 168,000円

学生会員受取入会金 211,000円

正会員受取会費 31,403,000円

学生会員受取会費 1,730,000円

賛助会員受取会費 1,290,000円

受取寄付金 102,868,000円

受取助成金 3,470,000円

学術集会の開催等による免疫学に関する研究発表事業 18,705,001円

免疫学に関する機関誌及び論文図書等の発行事業 10,354,228円

公開市民講座の開催等による免疫学の普及啓発事業 618,000円

webサイ ト等を通じての免疫学に関する情報提供事業 100,000円

雑収入 2,542,449円

円

円

△
口 計 173,459,678円

(1)収益の源泉別の明細

(2)借入金の明細

な し

′」上
1日 入 先 金    額

な し 円

円

円

円

円

ノゝ
ロ 計 円

(3)その他



2 取引の内容に関する事項 [③次に掲げる取引先、取引金額その他その内容に関する事項 イ 収益の生ずる取引
及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ
第一順位から第五順位までの取引 口 役員等との取引]

そ の 他 の 取 引 条 件 等取引先の氏名等
法人 との

関  係
譲 渡 資 産 の 内 容

渡

日月

譲

年
譲 渡 価 格

円な し

円

円

円

円

円

円

円

円

円

(1)収益の生ずる取引の上位 5者

(2)費用の生ずる取引の上位 5者

(3)役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の親族等との取引

イ 資産の譲渡 (棚卸資産を含む。)

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等

100,000,000円 寄付金

10,299,620円 発行事業 印税収入

1,100,000円 研究発表事業 セミナー登録料

1,100,000円 研究発表事業 セミナー登録料

1,100,000円 研究発表事業 セミナー登録料

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等

14,335,332

円

研究発表事業他

業務委託費他

給与・賞与

給与・賞与

給与・賞与

給与



口 資産の貸付け (金銭の貸付けを含む。)

ハ 役務の提供 (施設の利用等

取 引 先 の 氏 名 等
法人 との

関  係
貸付資産の内容

付

日月

貸

年
対 価 の 額 そ の 他 の 取 引 条 件 等

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

役務の提

供年月日
対 価 の 額 そ の 他 の 取 引 条 件 等取 引 先 の 氏 名 等

法人 との

関  係
役務の提供の内容

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円



3 寄附者に関する事項 [④寄附者 (役員、役員の親族等で、当該法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が
20万 円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日]

氏 名 寄 附 金 額 受 領 年 月 日

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円



4 役員等に対する報酬又は給与の状況 [⑤イ 役員等に対する報酬又は給与の支給の状況(口 を除く。)、 口 給
与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額]

役員、社員、職員若 しくは寄附者若 しくはこれ らの者の配偶者若 しくは三親等以内の親族又はこれ

らの者 と特殊の関係にある者 (注 1)(以
下「役員等」とい う)に対する報酬又は給与の支給について記

載 してください。

(注 1)「役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と

特殊の関係にある者」とは次の者が該当します。

① 役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族

② ①の者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

③ ①の者の使用人及び使用人以外の者で「役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しく

は三親等以内の親族」から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持している者

④ ②又は③に掲げる者の配偶者若しくは三親等以内の親族でこれらの者と生計を一にしている者

イ る 与 の 口を )

氏    名 職 名
法人との関係

(注 2)
給与の

分

報酬

区
支 給 期 間 等 支 給 金 額

な し

2 1 し

口 給与を び 当 に対す 与の総額

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

5人 25,628,015円

2020年  10月  01日  ～2021年 9 月 30日集 計 期 間



5 支出した寄附金に関する事項 [⑥支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日]

支 出 先 の 名 称 等 住 所 等 支 出 年 月 日 支 出 金 額 寄 附 の 目 的 等

R2.10.25

R3.1.25
1,500,Oα)円 免疫学博士課程学生支援

R2.10.25

R3.1.25
1,500,000円 免疫学博士課程学生支援

R2.10.25

R3.1.25
1,500,000円 免疫学博士課程学生支援

R2.10.25
R3。 1.25

1,500,Oα)円 免疫学博士課程学生支援

R2.10.25

R3.1.25
1,500,000円 免疫学博士課程学生支援

R2.10.25
R3.1.25

R3.4.25

R3.7.25

3,000,000円 免疫学博士課程学生支援

R2.10.25

R3.1.25

R3.4.25
3,000,000円 免疫学博士課程学生支援

R3 .7

R2.10.25

R3.1.25

R3.4.25

R3.7.25

3,0(Ю ,000円 免疫学博士課程学生支援

]12.10.25

R3.1.25

R3.4.25
3,000,000 FEl 免疫学博士課程学生支援

R3.7
R2.10.25
R3.1.25

R3.4.25
3,000,000円 免疫学博士課程学生支援

7.25

R2.10.25

R3.1.25

R3.4。25
3,000,000円 免疫学博士課程学生支援

R2.10.25
R3.1.25

R3.4.25

R3.7.25

3,000,000円 免疫学博士課程学生支援

R2.10。25
R3.1.25

R3.4.25

R3.7.25

3,000,000円 免疫学博士課程学生支援

]12.10.25

R3.1.25
R3.4.25

R3.7.25

3,000,000 FEI 免疫学博士課程学生支援

R2.10。25
R3.1.25

R3.4.25

R3.7.25

3,000,∝)0円 免疫学博士課程学生支援

R3.4。25
R3.7.25

1,500,000円 免疫学博士課程学生支援

R3.4.25
R3.7.25

1500,000円 免疫学博士課程学生支援

R3。 4.25

R3.7.25
1,500,000円 免疫学博士課程学生支援



R3.4.25

R3.7.25

R3.4.25

R3.7.25

R3.4.25

R3.7.25

R3.4.25

R3.7.25

R3.4。25
R3.7.25

R3.4.25

R3.7.25

R3.4。25
R3.7.25

R3.4.25

R3.7.25

R3.4.25

R3.7.25

R3.01.22

R3.08.25

1,500,000円

1,500,000円

1,500,000円

1,500,000円

1,500,000円

1,500,000円

1,500,000円

1,500,000円

1,500,000円

15,∝)0,000円

免疫学博士課程学生支援

免疫学博士課程学生支援

免疫学博士課程学生支援

免疫学博士課程学生支援

免疫学博士課程学生支援

免疫学博士課程学生支援

免疫学博士課程学生支援

免疫学博士課程学生支援

免疫学博士課程学生支援

若手研究者

自立支援

合   計 70,5(Ю ,000円

6 海 外へ の送 金 等 に関す る事 項 [⑦海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施

日]

実  施  日 使 途

R3.09.08 IUIS会費

金   額

2,825,287円

円

円

円

円

円

円

円

円

円



書式第7号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 3表) 口 剌

法人名 特定非営利活動法人日本免疫学会 チェック欄

3運営組織及び経理に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の 1以下であること

(1)役員及びその親族等

{2)特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等

口 各社員の表決権が平等であること

ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又は帳簿書類の備付け、取引の記録及び

帳簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること

二 支出した銭 の費i勧期 らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

イ

(注 1)

0主 2)

各欄D人数等は、第3表付表1「役員の状況」から転配してくださしヽ

③l及びЭこついては、小数点以下第2位を切り捨てた数値を記載してくださしヽ

(例)33. 333・・・% ―→ 33. 3%

役員数

項  目

区  分

①

19人 0人 0%
③

令和2年 10月 1日～

令和3年 9月 ∞ 日

人 %
⑥ 年 月 日～ 年 月 日

人

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 %

人 人 %
◎ 年 月 日～ 年 月 日

時申 請
人 人 %

最も人数が多

い「親族等」の

グループの人

数

割 合

(②÷③

② ③

最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

族等」のグループの人数

割 合

④÷③

④ ⑤

6人 31.5%

人 %

人 %

人 %

人 %

人 %

各社員の表決権が平等である ④ ⑮ ◎ ① ◎ 申 請 時

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

∝意1申D
・ 認定基準等チェック表 (第 3表)は、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時においても記載及び添

付する必要があります。その場合、上記口の記載の必要はありません。

・ 認定の有効期間D更新の申請に当たつては、法第55条第1項に基づく書類(役員報酬観程噂提出書類)に記載した事項について、

添付を省略することができます。



ハ

項
口
日 ③ ⑮ ◎ ① ◎ 申 請 時

会計について公認会計士又は監査法人の監査

を受けている

はい はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳簿書類の

保存を青色申告法人に準じて行っている いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

項
日
Ｈ ④ ⑮ ◎ ① ◎ 申 請 時

費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚偽の

記載がある等の不適正な経理の有無
有 有・無 有。無 有 。無 有・無 有・無

第3表 (次葉)

医日函回
認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第5条第1項に基づく書類 (役員輌日崩層國□腱出書類):こ配載した事項について、改

めて配載する必要はありません。

エ ツ

項
日
Ｈ 記 載 要 領 注 意 事 項

① 「会計について公認会計士又は監査

法人の監査を受けている」の「1型 ≧L
二」IΩLL上場全二墜監1査i誕盟豊生i委

付してくださしさL
② 「帳簿書類の備付け、取引の設

び帳簿書類の保存を青色申告法人に準

じて行っている」の「はしЧ に「o」

した場論針にり二」:墨:重1巨i量:生!三塁2__旦1厘i塵1墜曇

イの各欄

口の各欄

ハの各欄

二の各欄

区分欄の「③」から「◎」欄には、実績判定期間の各事

業年度 (又は各年)を記載しま・九

第3表付表1「役員の状況」を記載して、「①」、「②」及

び「④」の各欄に該当する人数を転記します。

該当する一方を「○」で囲みます。

「上記を証する書類の名称とその内容等」欄には、例え

:よ 「定款 (又は会貝ID第○条に正会員の表決権 (又は議決

ると規定」のように記載します。

該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「④」から「◎」については、上記イに講 る各

期間 (「③」から「◎」)を示したものです。

該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「④」から「◎」については、上記イに言瞬貯する各

か ら )を示したものです。

記載要領の補足

○ 二において、「費途が明らかでない支出」とは、法人が費用として支出した金額のうち、その費途を確認することができないも

のをいい、法人が名目に関わらず支出した金銭でその費途が明らかでないものが、これに当たります。 なお、意図的にその支出先を

明ら力ヽ こしない支出がある場合も、当然に「費途が明らかでない支出」があることになり、認定を受けることはできません。



法人名
特定非営利活動法人 日本免疫学

④ ⑤ ◎ ① ◎ 申 請 時

19人 人 人 人 人 人役  員  数

0人 人 人 人 人 人

6人 人 人 人 人 人

書式第8号 (法第44条・51条・58条関係)

役 員 の 状 況

竹田潔

第 3表付表 1

就任

H31.1.1

退任

R2.12.31

就任

H28.12.1

2

退任

R2.12.31

坂 口 志文

東 みゆき

○

役 員 の 内 訳

就 任 等 の 状 況

氏  名 住  所 職名 続柄等
就任 退任

④ ⑮ ◎ ① ◎ 申請時

樗木俊聡 理事 就任

H26.12.1

2

退任

R2.12.31

○

理事 就任

H26.12.1

2
○

監事

○

理事

理事

理事

荒瀬 尚 就任

H28.12.1

2

退任

R2.12.31

○

大野 博司 就任

H28.12.1
○



2

退任

R2.12.31

烏 山 理事 就任

H28.12.1

2

退任

R2.12.31

○

清野 宏 理事

(理事

長 )、

監事

就 任 (理

事)

H28.12.1

2

退任 (理

事 )

R2.12.31

就任 (監

事 )

R3.1.1

○

山本 一彦

久保 允人

理事、

監事

就 任 (理

事)

H28.12.1

2

退任 (理

事)

R2.12.31

就任 (監

事 )

R3.1.1

○

理事 就任

H31.1.1

○

○

就任

H31.1.1

就任

H31.1.1

黒崎 知博 理事

○

反町 典子 理事



中山 俊憲 理事 就任

H31.1.1○

三宅 健介 理事

理事

理事

就任

H31.1.1

○

山峙 晶

○

就任

H31.1.1

吉村 昭彦 理事

理事

監事

高岡 晃教

審良 静男

小安 重夫 理 事

(理 事

長)

○

⌒
V

○

○

椛島 健治 理事

就任

H31.1.1

就任

H31.1.1

退任

R2.12.31

就任

H31.1.1

退任

R2.12.31

就任

R3.1.1

就任

R3.1.1

就任

R3.1.1

河本 宏 理事

○

○

熊ノ郷 淳 理事

○

就任

R3.1.1

澁谷 彰
○

就任

R3.1.1

○
就任

R3.1.1

高柳 広 理事



竹内 理 理事 就任

R3.1.1

長谷 耕 理事 就任

R3.1.1

三宅 幸子 理事 就任

R3.1.1

(注意事項)

認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事

項について、添付を省略することができます。

○

○

○



(第 3表付表 1の表記に関する補足)

「続柄等」欄に記載の 法人名 (役職名)の後に “※''印 を付したものは、当事業年度内 (令

和 2年 10月 1日 ～令和 3年 9月 30日 )の全期間において、当該法人に在職中であったこ

とを示します。



法人名 特定非営利活動法人日本免疫学会

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 記帳の時期 保存期間

総勘定元帳 会計ソフト(ミ ロク情報サ 月 1回 10年

―ビス)使用

ルーズリーフ

仕訳帳 会計ソフト(ミ ロク情報サ 月 1回 10年

―ビスM屯用

ルーズリーフ

金銭出納帳 エクセノイ吏用 随時 10年

ルーズリーフ

入出金伝票 複写伝票 随時 10年

寄付者名簿 エクセル使用 随時 10年

ルーズリーフ

給与台帳 給与計算ソフト(ミ ロク情 月 1回 10年

報サービス)岐朔

)l-At) -7

固定資産台帳 会計ソフト(ミ ロク情報サ 随時 10年

-E'x)6J6

ルーズリーフ

書式第9号 (法第44条・51条・58条関係)

帳 簿 組 織 の 状 況 第3表付表2

(lli:齋腰 領)

「伝票又I劃鵬庫名」欄は、例えば『入金日■:、「出麺 、「振替伝票」、:預金出納幅む、「総勘定元帳」などのように記載します。

「左の帳簿等の形態」欄[ま、「単原」、町レーズリーフ」、「装丁根簿」などのように記載します。

「記帳の時期」欄は、印閣時」、「毎日」、「―週間ごと」のよう:=記載します。

認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第関条第1項に基づく書類 (役員輌日樹間ヨロ腱出書類)に配載した内容に変更

がないときは、添付を省略することができます。



法人名 冊ヨ≡瓢巨琵ヨロ麗亜藍目

4 事業活動に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 宗教活動又は政治活動時を行つていないこと

口 役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法人

と当法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当法人

の財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う者、上

記イ しくは公職にある者に対し割附を行わないこと

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が80%以上で

あること

二 実績判定期間における受入寄附金総額の70%以上 こ充てていること

イ

ロ

項 目 ④ ⑮ ◎ ① ◎ 申i請時

宗教の教義を広め、儀式を行い、及

び1言者を教化育成する活動
有・〇 有 。無 有 。無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

政治上の主義を推進し、支持し、又

はこれに反対する活動
有 ○ 有 。無 有 ・ 無 有 。無 有 ・ 無 有 ・ 無

特定の公職の候補者若しくは公職に

ある者又は政党を推薦し、支持し、

又はこれらに反対する活動

有。○ 有 。無 有 。無 有 。無 有 ・ 無 有 ・ 無

項
日
【 ③ ⑮ ◎ ① ◎ 申i講時

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状況、当法人とその

活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に対する報酬の支

給の状況等に照らして、当法人の役員に対する報酬の支給として過

大と認められる報酬の支給その他役員等に対し報酬又は給与の支給

に関して特男:Iの利益の供与の有無

ハ
有ヽきノ有。無 有。無 有・無 有。無 有・無

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当該資産の

その譲渡の時における価額に比して著しく過少と認められる資産の

譲渡その他役員等又は役員等が支配する法人と当法人の間の資産の

譲渡等に関して特別σ禾!溢lの供与の有無

ハ
有、きノ有。無 有・無 有・無 有・無 有・無

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事業の運営

に関して特別σ禾!l益の供与の有無

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は特定の公

職の候補者若しくは公職にある者に対する割附の有無

⌒

有(きリ有・無 有。無 有。無 有。無 有。無

⌒

有(5 有。無 有。無 有。無 有・無 有。無

書式第10号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 4表 ) (初葉)

∝憲1申D
・ 『認定基準等チェック表 (第 4表)」 :ま、法第5条第1項に基づく書類 (役員輌日

"籠
鶉幌出書類)の提出時においても調載

及び添付する必要があります。その場合、「認定基準等チェック表 第4表 (次葉)01崚.び二)」 の記載及び添付の必要はありま

せん.

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出:□E)に配載した事項につい

て、添付を省略することができます。



次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除きこれをそ

の事務所において閲覧させることに同意する。

図回覧に関する細則 eυ」鵬田D等がある場合に:よ そC瘤瞑|」 0レ弱興D等を添付してくださし、
しない

① 事業報告書等 (事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書、年間役員名簿、社員のうち10月洪上の者の

氏名及び住所又は居所を記した書面)

② 役員名簿

③ 定款等 (定款、認証書の写し、登記事項証明書の写し)

ロ 各認定基準等に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ

次の事項を記載した書類

① 収益の源県別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項

② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項

。 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位5者との取引

・ 役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者α洒己偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と′貯殊

の関係のある者との取引

④l寄附者 (役員、役員α酒己偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法人に対する

割附金の額の事業年度中の合計額が加万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその割附金の額及び受領年月

日

⑤ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

⑥ 支出した寄付金の額並びにその相手先及び支出年月日

⑦ l海外への送金又は金銭の持出しを行った場合 (その金額が2∞ 万円以下の場合に限る。)におけるその金額及び

使途並びにその実施日

① 助成金の支給を行った場合に事後に所轄庁に提出した書類の写し

② 海外への送金又は金銭の持出し (その金額が2∞ 万円以下のものを除く。)を行う場合には事前に又は災害に対

する援助等緊急を要する場合には事後に所轄庁に提出した書類の写し

土思

ヽ
ノ

『
スυ】

′″̈“）、

イ

法人名 特定非営利活動法人日本免疫学会

5 次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除きこれをその事

務所において閲覧させること

イ 特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等、役員名簿及び定款等

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

二 役員報酬又は職員給与の支給に関する1規程

ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他一定の事項

等を記載した書類

その予定日を記載した書類′ヽ

チェッタ欄

書式第 13号 (法第44条・51条・58条関係)

ェック 5

礎意|1中D
・ 認定基準等チェック表第5表は、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に記載及び添付する必要が

あります。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、添付の必要はありません。



書式第14号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 6、 7、 8表)

法人名 胞脚圃献日オリbll考含

認定基準等チェック表  (第 6表)

認定基準等チェック表  (第 7表)

認定基準等チェック表  (第 8表)

∝憲申D
・ 法第5条第1項に基づく書類 (役員囀日樹閉壼躙提出書類)の提出時に当たつて:よ 認定基準等チェック表 (第 6表及び第81D

は、配載する必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)の記載の必要はありません。また、法

第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出癬罰)に記載した事項について、改めて配載する必要はありません。

6 1実績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等及び役員

名簿並びに定款等を同法第29条の規定により所轄庁に提出していること

チェック欄

特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等及び役員名簿並びに定款等の所轄庁への提出の有無

④ ⑮ ◎ ① ◎

有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

7 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利

益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

tsltt
⌒
∪

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する

事実の有無

③ ⑮ ◎ ① ◎ 申 請 時

有 ③ 有 ・ 無 有 ・ 無 有 征 有 ・ 無 有 ・ 無

③ 認定基準等チェック表 (第 7表)は、法第5条第1項に基づく書類 (役員欄酬規程等提出書類)の提出時に記載及

び添付する必要があります。

8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過し

ていること

tsltt

事業年度 月  日～  月  日 設立年月日 平成  年  月  日



書式第15号 (法第44条・51条・58条関係)

欠格事由チェック表

1 役員のうち、次のいずれ力ヽこ該当する者の有無

認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は仮認定特定非営利活動法人が仮認1定を取

り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前 1年内に当該認定特定非

営利活動法人又は当該仮認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその取消し

の日から5年を経過しなし渚 の有無

イ

ハ

有

有

有

ノ
nヽ

・マツ

。①

ノ
ロ
ヽ・tリ

ロ 禁鋼以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5

年を経過しない者の有無

特定非営利活動促進法若しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑

法第204条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関す

る法律に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その開行が終わつた日又はその執行を受けるこ

とがなくなつた日から5年を経過しない者の有無

，
“ 認定又は仮認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人 ttv..( しヽ

3 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人 t*ur (

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過

しない法人
はい

添付

ロコ

認定、仮認定又は認定の有効期間の更新の申請時に、上記4上盤|う□醒:整:墨塵:量豊:望:望:Z壼墾量豊力国幽:聾曇:E書

上璽 LLttg墜壺堕翌曇選堕壺壁菫墨墜重奎型堕1週里壼」L重壁±墾型型壼塑堕生壺堕堕醒璽壁豊菫堕菫塾三」L__
(注 1)その他の事務所がある場合は、その他の事務所所在の淵緻 じ)に係る納税証明書も添付すること

(注 2)役員報酬規程等提出書には添付不要

5 国税に係る1重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人 lヵヽ

6 次のいずれ力ヽ こ該当する法人

暴力団 !tr,. (L-t le]
暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人 U,r'' (.lVfZj

法人名 特定非営利活動法人日本免疫学会

は認定、仮認定又は認定の有効期間の更新を受けることができません。
1 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合

合において、その取消しの原因となつた事実があつた日以前1年内に当該認定特定非営利活動法人又は当該仮認定
特定非営利活動法人のその業務を行う理事であつた者でその取消しの日から5年を経過しないもの

口 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しな
い者

ハ 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法204条等α申頸1)

若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことによ
り、罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

二 暴力団の構成員等鉗由M2)

2 認定又は仮認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人 (認

日から3年を経過しない法人

『

5

3

イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り を取り

している法人

6 次のいずれかに該当する法人
イ 暴力団
口 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人

チェック欄


